
○七飯町広告掲載事業実施要綱 

平成１８年１２月１日 

要綱第１７号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、七飯町が所有又は発行する各種の広告媒体（以下「広告媒体」

という。）に民間事業者等との協働により広告を掲載し、地域経済の活性化を図

るとともに、町の新たな財源の確保を図ることを目的とする。 

（広告媒体） 

第２条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。 

（１）広報印刷物 

（２）WEBページ 

（３）公用封筒・窓あき封筒 

（４）ポスター・チラシ・リーフレット 

（５）その他町の財産で広告媒体として活用できる資産で町長が定めるもの 

（広告の制限） 

第３条 暴力団、政治団体若しくは宗教団体が広告主となる広告又は次に掲げる内

容の広告は、掲載しない。 

（１）法令の規定に違反する広告 

（２）当町の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある

広告 

（３）政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関する広告 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関する

広告 

（５）求縁又は男女の交際若しくは通信等に関する広告 

（６）詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告 

（７）集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益にな

ると認められる広告 

（８）個人の氏名を宣伝する広告 

（９）貸金業に関する広告 

（１０）善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告 

ア 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調す

るもの 

イ 風紀上好ましくないと思われるもの 



ウ 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの 

エ 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの 

オ 虚偽、誇大又はまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるお

それのあるもの 

カ 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不快な印象を与えるおそれのあるもの 

（１１）町税（国民健康保険税を含む。）の滞納者による広告 

（１２）その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの 

（広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料） 

第４条 広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料は、別表のとおりとする。 

（掲載の申込み） 

第５条 広告掲載の申込みは、その都度広告を掲載する広告媒体ごとに七飯町の広

報紙、公式ホームページ等に掲載し、募集するものとする。 

２ 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、七飯町広告掲載申

込書（別記第１号様式。以下「申込書」という。）に掲載しようとする原稿（町

長が指定する電子媒体に記録したものを含む。）を添えて指定された日までに町

長に提出しなければならない。 

３ 前項の場合にあたり、町内の申込者の場合には、納税状況を確認することに同

意する旨、申込書に記載し、町外の申込者の場合には、納税証明書を提出するこ

ととする。 

（掲載の決定） 

第６条 町長は、前条第２項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに七

飯町有料広告審査会（以下「審査会」という。）に諮り、広告掲載の可否を決定

するものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、七飯町広告掲載決定通知

書（別記第２号様式。以下「決定通知書」という。）により申込者すべてにその

結果を通知しなければならない。 

（審査会） 

第７条 広告掲載の可否等を審査するため審査会を設置する。 

２ 審査会は委員長及び委員で組織し、町長の指定する職員をもって充てる。 

３ 審査会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 委員長は審査会の事務を総理し、審査会の議長となる。 

５ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理す

る。 

６ 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 



７ 審査会は必要に応じ、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課長を出

席させ、意見、説明を求めることができる。 

８ 審査会の庶務は、財政課が行う。 

（持ち回り審査会） 

第８条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案につ

いては、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代える

ことができる。 

（掲載の取り消し） 

第９条 広告掲載を決定した事業者等又は現に広告を掲載している事業者等（以下

「広告掲載事業者等」という。）がこの要綱の規定に違反していることが判明し

たときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめたと

きは、七飯町広告掲載取消等通知書（別記第３号様式）により広告掲載事業者等

に通知しなければならない。 

（広告料及び版下作成費用の納入方法） 

第１０条 広告掲載を決定した者には、第６条第２項に規定する決定通知書と併せ

て七飯町財務会計規則（平成１９年規則第２５号）第３０条に定める納入通知書

を送付するものとする。 

２ 広告料及び版下代の納入を確認した後でなければ広告を掲載することができな

い。 

３ 納入された広告料は返還しない。ただし、広告掲載事業者等の責めによらない

理由によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。 

（所掌事務） 

第１１条 広告の掲載の募集、広告の掲載の申込みの受付、広告の掲載の可否の決

定及び広告料の収納については、財政課が行う。 

２ 広告の掲載については、当該広告媒体を所管する課において行う。 

（申込者の責任） 

第１２条 申込者は広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うもの

とする。 

２ 申込者は、第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がな

された場合には、自己の責任及び負担において解決しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日に広報ななえ広告掲載取扱要綱（平成１７年要綱第９号）第

５条の規定により広告掲載の申込みをし、同要綱第７条の規定により広報ななえ

１２月号以降の広告掲載の決定がなされているものについては、第５条の規定に

よる広告の申込み及び第６条の規定による広告掲載の決定がなされたものとみな

す。 

（広報ななえ広告掲載取扱要綱の廃止） 

３ 広報ななえ広告掲載取扱要綱（平成１７年要綱第９号）は、廃止する。 

附 則（平成２０年９月３０日要綱第１９号） 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月５日要綱第２５号） 

この要綱は、平成２０年１２月５日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２５日要綱第５号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日要綱第７号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年８月２０日要綱第１５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱

第６条第２項の規定による通知を受けた者は、この要綱による改正後の七飯町広

告掲載事業実施要綱第６条第２項の規定による通知を受けた者とみなす。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱

の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改

正後の七飯町広告掲載事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整

をして使用することを妨げない。 

附 則（平成２４年１２月１９日要綱第２０号） 

この要綱は、平成２５年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２７日要綱第２号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日要綱第３号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日要綱第１０号） 



１ この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成さ

れている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかか

わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

附 則（平成２７年４月１日要綱第５号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１８日要綱第４号） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱

の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年６月３０日要綱第１０号） 

１ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成さ

れている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかか

わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

附 則（令和４年９月３０日要綱第１９号） 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

種類 位置 規格 広告掲載の

期間 

広告料 摘要 

※ 

広報ななえ 

町長が指定す

るページ 

指定ページ１

段 

２分の１ 

（縦５２mm×

横８２mm） 

月号単位 １回につ

き 

１０，８０

０円 

最大１年間 

※１年間毎

月掲載の場

合は、広告料

の割引を行

う。割引率は

町長が別に

定める。 

指定ページ１

段 

（縦５２mm×

横１７０mm） 

１回につ

き 

２１，６０

０円 

指定ページ２

段 

（縦１１２mm

×横１７０mm） 

１回につ

き 

４３，２０

０円 



WEBページ 

（掲載者が電子

媒体で提供して

ください。） 

トップページ ４０×１６０

ピクセル 

（５００Kバイ

ト以下） 

１月単位 １月当た

り 

１０，２９

０円 

最大１年間 

※１年間毎

月掲載の場

合は、広告料

の割引を行

う。割引率は

町長が別に

定める。 

※ 

公用封筒（長３） 

裏面（全面４

段） 

１段当たり 

おおむね４５

mm×９０mm 

印刷し、町が

使用を終わ

るまでの期

間 

１枚１枠

当たり 

１．０円 

３０，０００

枚（年２回の

募集） 

※ 

公用封筒（角２） 

表面（最下段） おおむね６０

mm×２２０mm 

印刷し、町が

使用を終わ

るまでの期

間 

１枚１枠

当たり 

３．０円 

１２，０００

枚（年２回の

募集） 

裏面（全面４

段） 

１段当たり 

おおむね６０

mm×２２０mm 

１枚１枠

当たり 

２．０円 

※ 

窓あき封筒 

裏面（全面４

段） 

おおむね４５

mm×９０mm 

印刷し、町が

使用を終わ

るまでの期

間 

１枚１枠

当たり 

１．０円 

３０，０００

枚以上で募

集時に町長

が指定する

枚数 

※ 

ポスター・チラ

シ・リーフレッ

ト 

その都度定め

る 

その都度定め

る 

印刷し、町が

使用又は配

布を終わる

までの期間 

その都度

定める 

募集時に町

長が指定す

る枚数・部数 

※ 

その他 

その都度定め

る 

その都度定め

る 

その都度定

める 

その都度

定める 

募集時に町

長が定める 

注） ※印の種類について、広告主が広告の版下を用意しない場合には、広告料

のほかに版下代が別途必要です。 



別記第 1 号様式(第 5 条関係) 

  年  月  日   

 

 七飯町長        様 

 

七飯町広告掲載申込書 

 

申込者 事業者等の所在地 

事業者等の名称 

代表者の職氏名             

代表者の住所            
（個人事業主の場合のみ記入）             

  

七飯町広告掲載事業実施要綱第5条第2項の規定に基づき、次のとおり広告を掲載

したいので、原稿(町外申請者の場合は納税証明書を含む。)を添えて申込みます。 

1 広報ななえ 

掲載希望月 年 月号～  年 月号   掲載希望回数 回 

広告規格 □ 縦 52mm×横 82mm(指定ページ1段2分の1) 

□ 縦 52mm×横 170mm(指定ページ1段) 

□ 縦 112mm×横 170mm(指定ページ2段) 

 

 

2 WEBページ 

掲載希望月 年  月 ～ 年  月    掲載希望回数 回 

広告規格 □ トップページ 

リンク先ページのURL 

 

 

3 公用封筒・窓あき封筒(掲載希望欄に○印をつけてください。) 

区分 表面 裏面 

(最下段) (最上段) (上から2段目) (上から3段目) (最下段) 

公用封筒(長3)           

公用封筒(角2)           

窓あき封筒           

 



 

4 ポスター・チラシ・リーフレット等(掲載希望欄に○印をつけてください。) 

ポスター チラシ リーフレット その他(      ) 

        

 

 

 七飯町広告掲載の申込にあたり、町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない旨証明するため、

納税状況を確認することに、 

□ 同意します    □ 同意しません 

 

 七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)を理解し、忠実に順守することを 

□ 誓約します    □ 誓約しません 

なお、誓約に違反した場合、七飯町が行う措置（広告掲載の取消し）について、一切の審査請

求を行いません。 

 

※担当者・連絡先等 

担当者 氏名： 

あて先： 

TEL： 

FAX： 

E―mail： 

 

 



別記第2号様式(第6条関係) 

  年  月  日 

 

          様 

 

七飯町長            

 

七飯町広告掲載決定通知書 

 

   年  月  日付で申込みのありました広告掲載について、審査の結果下記

のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

区分 内容 

決定事項 
□ 広告を掲載します(期間  年  月～  年  月) 

□ 広告を掲載できません 

広告を掲載できない

理由 

  

注)「広告を掲載できません」と決定したときは、その理由を記載し通知すること。 

教 示 

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して3月以内に、七飯町長に対して審査請求をすることができます。 

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して6月以内に、七飯町を被告として(訴訟において七飯町を代

表する者は七飯町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起する

ことができます。 

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審

査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。な

お、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であ

っても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 



別記第3号様式(第9条関係) 

  年  月  日 

 

            様 

 

七飯町長            

 

七飯町広告掲載取消等通知書 

 

 七飯町広告掲載事業実施要綱第9条第1項の規定により広告掲載の決定を取り消し

た(広告の掲載をとりやめた)ので通知します。 

 

記 

広告掲載の決定を取り消した（広告

の掲載を取りやめた）理由 

  

教 示 

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して3月以内に、七飯町長に対して審査請求をすることができます。 

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して6月以内に、七飯町を被告として(訴訟において七飯町を代

表する者は七飯町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起する

ことができます。 

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審

査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。な

お、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であ

っても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 

 


